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１－１ 交通バリアフリー基本構想策定の背景及び目的         
 

１．背景 

先進国の中でも急速に高齢化が進行している我が国においては、高齢者をはじめ

として身体に障害のある方など、誰もが安心して社会参加でき、快適に暮らすことので

きる社会・生活環境の確保が重要な課題となっています。 

このような社会・生活環境を創出するため、利用者（ユーザー）からは、特に鉄道駅

などの交通結節点やその周辺地域での、段差などバリアのないスムースな移動空間

整備に対する声が高まっています。 

このような背景をもとにして、平成 12 年 5 月 17 日に「高齢者・身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（以下、通称となっている「交

通バリアフリー法」とします。）」が公布され、同年 11 月 15 日から施行されました。 

交通バリアフリー法では、鉄道事業者やバス事業者といった公共交通事業者に対

し、施設や車両等のバリアフリー化を義務づける一方で、各自治体（市町村）におい

ては、一定規模の利用者が存在する旅客施設を中心とした地区において、面的な歩

行空間のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するための「交通バリアフリー基

本構想」を策定することが規定されています。 

 

２．目的 

富士市（以下、「本市」とします。）においては、JR 東海道本線富士駅をはじめとする

主要な鉄道駅が数箇所設置されていますが、駅周辺地区におけるバリアフリー化に

向けた施設整備の有無や、今後の新たなまちづくりの動向の有無等を鑑み、このうち

新幹線新富士駅及びその周辺地区を対象とした「新富士駅周辺地区交通バリアフリ

ー基本構想（以下、「本構想」とします。）」を策定するものとします。 

本構想では、交通バリアフリー法に基づいた移動の円滑性・利便性及び安全性の

向上を図るための基本方針を明らかにするとともに、道路や駅前広場等の歩行空間、

また各種交通安全施設等のバリアフリー化を推進するための実現化方策について検

討することを目的としています。 

具体的には、交通バリアフリー法に目標年次として示されている 2010 年（平成 22

年）を見据え、バリアフリー化を図るべき各々の施設について、その整備主体及び整

備概要を明確に整理します。ただし、既に施設整備に関する何らかの事業が行われ

ている場合など、当該事業スケジュールの関係上 2010 年までにバリアフリー化が見込

めない施設についても併せて整理するものとします。 

 

第第１１章章  交交通通ババリリアアフフリリーー法法のの概概要要とと構構想想のの策策定定方方法法  
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１－２ 交通バリアフリー法の概要                       
 

１．法律の趣旨 

交通バリアフリー法では、以下に示すような施策を推進することによって、高齢者や

身体に障害のある方をはじめとする移動制約者の、公共交通機関を利用した移動の

円滑性の向上を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

２．法律の基本的な枠組み 

（１）基本方針の作成 

主務大臣が、バリアフリー施策を総合的かつ計画的に推進するための「基本方針」

を作成します。 

 

（２）交通事業者に対するバリアフリー基準への適合義務 

交通事業者に対しては、鉄道駅等の旅客施設を新しく建設する場合、あるいは車

両等を新しく導入する場合に、「バリアフリー基準（移動円滑化基準）」への適合を義

務づけています。 

 

（３）市町村の主導による、地域のバリアフリー施策の推進 

①市町村による基本構想の作成 

市町村は、国が定めた基本方針に基づき、1 日あたり乗降客数が 5,000 人以上また

は相当数の高齢者・身体障害者等の利用が見込まれる旅客施設（特定旅客施設）を

中心とした地区（重点整備地区）について、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号

機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、当該地区におけるバリア

フリー化のための方針、実施する事業等を内容とする「基本構想」を作成することがで

きます。 

 

②基本構想に基づく事業の実施 

交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会は、それぞれ基本構想に基づ

いた事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施する必要があります。 

 

（４）バリアフリー化に関する情報の提供 

安心して公共交通機関を利用してもらえるよう、駅施設等のバリアフリー化の状況に

ついて情報を提供します。 

●駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル、あるいは鉄道

車両、バス、旅客船、航空機などのバリアフリー化を推進する。 

●鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成す

る基本構想に基づき、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリ

アフリー化を重点的かつ一体的に推進する。
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図．交通バリアフリー法の基本的枠組み 

 

・移動円滑化の意義及び目標 

・移動円滑化のために公共交通事業者が講ずべき措置に関する基本的事項 

・市町村が作成する基本構想の指針 

基本方針（主務大臣）

公共交通事業者が講ずべき措置

■新設の旅客施設、車両についての公共交通事業者の義務 

■既設の旅客施設、車両についての公共交通事業者の努力義務 

（旅客施設を新設する際の基準適合義務） 

・エレベーター、エスカレーターの設置 

・誘導警告ブロックの新設 

・トイレを設置する場合の身体障害者用トイ

レの設置  等 

（車両を導入する際の基準適合義務） 

・鉄道車両の車椅子スペースの確保 

・鉄道車両の視覚案内情報装置の設置 

・低床バスの導入 

・航空機座席の可動式肘掛けの装着 等 

重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進

・駅等の旅客施設及びその周辺の地区を重点的に整備すべき地区として指定 

・旅客施設、道路、駅前広場等について、移動円滑化のための事業に関する基本的事項  等 

交通バリアフリー基本構想（市町村）

・運輸施設整備事業団

による補助金の交付 

・地方公共団体が助成

をおこなう場合の地方

債の特例 

・固定資産税等課税の

特例 

支援措置

・公共交通事業者が基

本構想に沿って特定事

業計画を作成し、事業

を実施する。 

公共交通特定事業 その他の事業 交通安全特定事業 道路特定事業 

・道路管理者が基本構

想 に沿 って特 定 事 業

計画を作成し、事業を

実施する。 

・都道府県公安委員会

が 基 本 構 想 に沿 っ て

特定事業計画を作成

し、事業を実施する。 

・一般交通の用に供す

る施設について必要な

措置をとる。 

・駐 車 場 、公 園 等 の整

備等を実施する。 

 交通バリアフリー基本構想に記載された内容に基づい

て、各事業者が個別に事業をおこないます。 

公共交通特定事業…鉄道事業者、バス事業者等 

道 路 特 定 事 業…国、県、市町村等 

交通安全特定事業…都道府県公安委員会 

そ の 他 の 事 業…その他当該事業者 
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３．バリアフリー化の意義及び目標 

主務大臣による「移動円滑化の促進に関する基本方針」の中で、バリアフリー化の

意義及び目標は次のように示されています。 

 

（１）バリアフリー化の意義 

・高齢者、身体に障害のある方等が、自立した日常生活、社会生活を営むことがで

きる社会の実現。 

・すべての利用者に利用しやすい施設・設備の整備推進。 

・移動円滑化を進める上での、高齢者、身体に障害のある方からの意見の反映。 

 

（２）バリアフリー化の目標 

旅客施設 

…2010 年（平成 22 年）までに、1 日あたりの平均的な利用者数が 5,000 人以上の

鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルのバリアフ

リー化（段差の解消、視覚障害者誘導ブロックの設置、多目的トイレの設置等）を

図る。 
 

車両等 

…2010 年（平成 22 年）までに、以下のバリアフリー化を達成する。 
 
車両等の 

種類 

車両等の

総数 
うち、バリアフリー化される車両等の数 

鉄軌道 

車両 
約 51,000 約 15,000（約 30％） 

原則として、10～15 年で低床化された車両に代替 
乗合バス 

車両 
約 60,000 （うちノンステップバス） 

約 12,000～15,000（約 20～25％） 

旅客船 約 1,100 約 550（約 50％） 

航空機 約 420 約 180（約 40％） 
 

一般交通用施設 

…重点整備地区の主要な特定経路を構成する道路、駅前広場、通路等について、

原則として 2010 年（平成 22 年）までに、バリアフリー化を実施する。 
 

信号機等 

…2010 年（平成 22 年）までに、音響式信号機、高齢者等感応信号機等の信号機

の設置、歩行者用道路であることを表示する道路標識の設置、横断歩道である

ことを表示する道路標示の設置等のバリアフリー化を原則として、すべての特定

経路を構成する道路において実施する。 

 

４．目標年次 

基本構想の目標年次は、移動円滑化の促進に関する基本方針に基づき、2010 年

（平成 22 年）とします。 
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１－３ 「新富士駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」策定スキーム 

 

１．策定の流れ 

本構想策定にあたっては、まず新富士駅周辺の一定の範囲を‘調査地区’として設

定し、計画の前提条件となる本市の概況・特性や各種上位計画・関連計画を整理し

た上で、調査地区の現状や問題点・課題について把握します。 

具体的には、調査地区内の土地利用状況や公共施設の配置状況、また道路等の

交通体系や交通量等の概況を整理した上で、バリアの実態について調査・把握しま

す。 

実態調査は、調査地区内を実際に歩く（フィールドワーク）ことによってバリアの箇所

やその種類を具体的に確認するとともに、あわせてアンケート形式による市民意向調

査を実施します。 

そして、ここまでに整理した各種の計画条件や調査地区内のバリアの実態、また市

民意向調査等の結果をもとに、バリアフリー化に向けた本市としての目標（コンセプト）

や基本的な方針などを定め、その上で調査地区内における重点整備地区や特定経

路を設定し、実施すべき事業とその主体について整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．基本構想の策定スキーム 

１１．．交交通通ババリリアアフフリリーー法法のの概概要要とと構構想想のの策策定定方方法法  

66．．富富士士市市のの交交通通ババリリアアフフリリーー化化にに関関すするる基基本本的的なな考考ええ方方  

77．．重重点点整整備備地地区区のの設設定定ととババリリアアフフリリーー化化にに向向けけたた取取りり組組みみ  

２２．．計計画画条条件件のの整整理理  

44．．調調査査地地区区のの概概況況整整理理  

55．．調調査査地地区区総総点点検検（（フフィィーールルドドワワーークク））  

33．．ババリリアアフフリリーーにに対対すするる

市市民民意意向向調調査査  

８８．．事事業業化化にに向向けけてて  
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２．策定体制 

「新富士駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」の策定主体は富士市となりますが、

構想の性格上、高齢者や身体に障害のある方々の意見を反映させていくことや、今

後実際にバリアフリー化の事業を実施することが想定される事業者等との調整が必要

不可欠です。 

そこで、本構想を策定するにあたり、構想策定のための調整の場・意思決定及び意

識共有の場としての検討協議会を組織し、関係各機関等の意見を踏まえつつ、計画

内容についての十分な協議を実施するものとします。 

具体的な検討組織としては、主にバリアの実態を正確に把握し、バリアフリー化に

向けての基本的な方針について協議する「基本方針検討協議会」と、決定した基本

方針に基づき、実際のバリアフリー化に必要な個別の事業内容について協議する「事

業化検討協議会」の 2 組織とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．基本構想の策定体制 

 

事務局 

（富士市 都市整備部 都市計画課） 

【基本方針検討協議会】 

…バリアの実態を正確に把握し、

バリアフリー化に向けての基本

的な方針について協議する。 

 

・各種福祉団体等 

・市民代表（地域住民） 

・NPO 法人 

・庁内関係各課 

 

【事業化検討協議会】 

…基本方針検討協議会で設定した

基本方針に基づき、実際のバリア

フリー化に必要な個別事業につ

いて協議する。 

 

・公共交通事業者 

・道路管理者（国・県・市） 

・県公安委員会（所轄警察署）

・庁内関係各課 

方針に 

基づいて

意見・指示等

各種調査結果 

・構想案等 
意見・指示等

各種調査結果

・構想案等
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１－４ 調査地区の設定                             
 

前述したように、基本構想を策定する際には、移動円滑化のための事業を重点的

かつ一体的に推進するための「重点整備地区」を設定する必要がありますが、ここで

は、「重点整備地区」を設定するために必要な、各種の計画条件や実態を調査するた

めの「調査地区」を設定します。 

主務大臣による「移動円滑化の促進に関する基本方針」によると、重点整備地区は

特定旅客施設から徒歩圏内と想定される概ね 500m～1km の範囲内で設定することが

望ましいとされているため、以下に示すように、新富士駅から 1km の範囲を本構想策

定に係る「調査地区」として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．本構想における「調査地区」 

 

新富士駅




